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Ⅱ．手続きの流れ 

申請する前に、該当であるか否かの判断をお願いします。 
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ア 新規に利用する場合 

① 
担当者が、配食サービスの必要性と対象要件を

満たしているかを確認する（3ページ参照） 
 

  

② 
担当者が配食事業者へ、申請前に申し込みを

する 

名前・住所・連絡先・緊急連絡先 

配食内容・曜日・昼夕 

配食利用開始日※など 

※ 市の配食サービスの利用可能開始日 

配食事業者と緊急連絡先や緊急時の対応に

ついて確認しておく 

  

③ 担当者が市に書類３点を提出・申請する 

【申
請
日
】 

１ 配食サービス利用申請書 

２ 同意利用者基本情報（写） 

３ 同意ケアプラン（写） 

※ 配食事業者に提出するケアプランを

利用者に渡しておく 

  

④ 市が申請書を受理し審査する  

 
 

⑤ 決定通知書を利用者へ郵送する 

配食サービス開始決定通知書に登録番

号・適用期間・利用の決定となる曜日・市

負担額が記載される 

 
 

⑥ 
利用者が配食サービス利用開始決定通知書を

受け取る 

配食サービス開始決定通知書の適用期

間・利用の決定となる曜日・市負担額を確

認する 

   

⑦ 
配食サービスの新規利用開始 

【利用開始日】 

決定通知前からの利用が可能な業者に

限り、申請日以降より配食サービスを利用

できる 

※不決定となった場合は自費 

認定更新等でケアプランを再作成し配食を継続する場合は、「ウ ケアプランを再作成して継続す

る場合」のとおり再度申請をする。
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 イ 利用内容を変更して継続する場合 

（ア)曜日、回数を変更する場合 

毎月１０日までの変更申請については当月内からの変更利用の開始が可能、１１日以降は翌月

からの変更利用の開始が可能 

※ 現行のケアプランのままで軽微な変更に当たるものをいう 

※ 容態の変化などで、ケアプラン再作成が伴う場合は、「ウ ケアプランを再作成して継続する

場合」の手続きへ 

※ 配食の種類（例：普通食→治療食）の変更は手続きは不要です。なお、種類については事業

者と利用者間で決めていただいて構いません。（変更できるのは対象メニューのみです。） 

① 
担当者が、配食サービスの必要性と対象要件を

満たしているかを確認する（3ページ参照） 
 

 
 

② 
担当者が配食事業者に申請前に変更を依頼す

る 

※ 変更する配食内容・曜日・昼夕・利用

変更開始日など 

  

③ 担当者が市に書類１点を提出・申請する 

【申
請
日
】 

配食サービス利用変更申請書 

 
 

④ 市が申請書を受理し審査する  

 
 

⑤ 変更決定通知書を利用者へ郵送する 

配食サービス変更決定通知書に新しい登

録番号・適用期間・利用の決定となる曜

日・市負担額が記載される 

 
 

⑥ 
利用者が配食サービス利用変更通知書を受け

取る 

配食サービス変更決定通知書の適用期

間・利用の決定となる曜日・市負担額を確

認する 

   

⑦ 配食サービスの変更利用開始 

決定通知前からの利用が可能な業者に

限り、申請が毎月１０日までの場合は申請

日以降、11 日以降は翌月より配食サービ

スを利用できる 

※不決定となった場合は自費 
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（イ）配食事業者を変更する場合 

翌月からの変更となる ※ひと月に利用できる業者は 1事業者に限る 

 

① 

担当者が、配食サービスの必要性と対象

要件を満たしているかを確認する（3 ページ

参照） 

 

  

② 

担当者が現在利用している配食事業者に

利用をやめる旨を連絡する 

新しく希望する配食事業者に申請前に申

込をする 

名前・住所・連絡先・緊急連絡先・配食内容・

曜日・昼夕・配食開始日など 

※ ひと月の間に、配食サービスで利用できる

配食事業者は一つのみ(自費での利用は

可)。切り替え日に注意する。 

配食事業者と緊急連絡先や緊急時の対応につ

いて確認しておく 

   

③ 担当者が市に書類１点を提出・申請する 

【申
請
日
】 

配食サービス利用変更申請書 

※ 担当者は、配食事業者に提出するケア

プランを利用者に渡す 

※ ケアプランの再作成を伴う場合は「ウ ケ

アプランを再作成して継続する場合」の

③以降の手続きと同じ 

  

④ 市が申請書を受理し審査する  

 
 

⑤ 配食決定通知書を利用者へ郵送する 

配食サービス変更決定通知書に新しい登録番

号・適用期間・利用の決定となる曜日・市負担

額が記載される 

 
 

⑥ 
利用者が配食サービス利用変更通知書を

受け取る 

配食サービス変更決定通知書の適用期間・利

用の決定となる曜日・市負担額を確認する 

   

⑦ 配食サービスの利用開始 

決定通知前からの利用が可能な業者に限り、

翌月１日以降より配食サービスを利用できる 

※不決定となった場合は自費 
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（ウ）担当者が変更になる場合 

 

 

※ 新しい登録番号は付きません。 

※ 決定通知はありません。 

※ 利用者の状態区分（事業対象者・要支援・要介護）の変更が伴う場合は、「ウ ケアプランを

再作成して継続する場合」の手続きが必要です。 

  

① 
担当者が配食事業者に変更になる旨を連絡す

る 
※ 新しい担当者、連絡先など 

  

② 担当者が市に書類１点を提出・申請する 

【申
請
日
】 

配食サービス利用変更申請書 

  

③ 市が申請書を受理する  
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ウ ケアプランを再作成して継続する場合 

 

 

  

① 
担当者が、配食サービスの必要性と対象要件

を満たしているかを確認する（３ページ参照） 
 

 
 

② 
担当者が配食事業者へ、申請前に継続の連絡

をする 
 

   

③ 担当者が市に書類２点を提出・申請する 

【申
請
日
】 

１ 配食サービス利用申請書 

２ 同意ケアプラン（写） 

※ 担当者は、配食事業者に提出するケ

アプランを利用者に渡す 

 
 

④ 市が申請書を受理し審査する  

 
 

⑤ 
配食サービス利用決定通知書を利用者へ郵送

する 

配食サービス利用開始決定通知書に新

しい登録番号・適用期間・利用の決定と

なる曜日・市負担額が記載される 

 
 

⑥ 
利用者が配食サービス利用開始通知書を受け

取る 

配食サービス利用開始決定通知書の適

用期間・利用の決定となる曜日・市負担

額を確認する 

   

⑦ 配食サービスの利用開始 

決定通知前からの利用が可能な業者に

限り、申請日以降より配食サービスを利

用できる 

※不決定となった場合は自費 
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エ 利用を廃止する場合 

終了を希望する場合や入院等の理由により 6 か月以上にわたって配食を利用しない場合、適

用期間終了以降に利用予定がない場合は、終了の手続きをしてください 

 

 

 

① 担当者が配食事業者に利用終了の連絡をする  

 
 

② 担当者が市に書類１点を提出する 
配食サービス利用終了届出書 

【終了日】は配食最終利用日 

   

③ 市が届出書を受理する  

 

 

④ 
配食サービス利用終了通知書を利用者へ郵送

する 
 

 
 

⑤ 
利用者が配食サービス利用終了通知書を受け

取る（通知希望者のみ） 
 

   

⑥ 配食サービスの利用終了  

通知希望者 通知希望なし 


